
 

病後児保育事業のお知らせ 
村では、乳幼児を持つ保護者の子育てと就労等の両立支援を図るため、病後児保育室「なかよしルーム」を開設

しております。 

 

■ 対 象 児 ： 村内に住所のある乳幼児で病気の回復期であって集団保育等が困難な乳幼児 

(生後６ヶ月から就学前まで) 

■ 利 用 日 ： 月曜日から金曜日。ただし、祝日及び日曜日、年末年始の期間を除く 

■ 利用時間 ： 午前８時１５分～午後５時 

■ 場   所 ： 尾駮小学校放課後教室内(レイクタウン幼稚園) ※なかよし塾と入口は別になります 

■ 名   所 ： 病後児保育室「なかよしルーム」 

■ 定   員 ： ３名 

■ 利 用 料 ：１日あたり 1,300円 

 

■利用当日の持ち物 

必要書類 日用品 必要な場合 

・利用申込書 ・着替え一組 ・病院で処方された薬 

→１回ずつに分けて名前を記名 ・医師連絡票 ・昼食、おやつ、飲み物 

・保護者連絡票 ・汚れた服などを入れるビニール袋 ・処方内容のわかるもの(お薬手帳など) 

・与薬依頼書 ・手、口拭き(ウェットティッシュ) ・ミルク、哺乳瓶 

  ・おむつ、おしり拭き 

  ・お気に入りの本やおもちゃ 

登  録 ・・・ 事前登録票により事前登録が必要です。 

↓        (提出先はこども支援課のみになります。) 

受  診 ・・・ かかりつけの医療機関を受診し、医師に医師連絡票を記入してもらいます。 

            ↓        (医師連絡票は別途料金がかかる場合があります。) 

予  約 ・・・ 医師の許可がでたら、利用希望日の前日午後４時までに電話予約をしてください。 

         （一度にできる予約日数は、連続３日間とさせていただきます。） 

                    ※当日の予約はできませんが、休日の翌日に限り、当日の予約が可能です。 

                      受付時間は、午前８時１５分～午後１２時３０分までとなります。 

            ↓         ※予約をする際には、詳しい症状をお知らせください。 

                      電話番号 ０１７５－７２－８１４５  六ヶ所村役場 こども支援課  

利  用 ・・・ 利用申込書、医師連絡票、保護者連絡票、与薬依頼票(薬のある方)をご記入の上、 

当日なかよしルームまでお持ちください。 

※利用基準 ・・・ 熱が３８℃を超えていないこと。 

                       また強い腹痛がなく、嘔吐や激しい下痢がないこと。 



 

   

・ 利用料は、当該事業を利用後に納付書を発行しますので、金融機関等でお支払いください。 

・ 各用紙(利用申込書等)は、村ＨＰからダウンロードできる他、各こども園で受け取ることができます。 

 

なかよしルーム(尾駮小学校放課後教室内) 入り口見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■感染症のもの 

・インフルエンザ 

・コロナウイルス 

★インフルエンザ及びコロナウイルス感染症自宅療養期間は利用不可。 

発症日０日として６日目より利用可能。 

・手足口病 

・ヘルパンギーナ 

・流行性耳下腺炎 

 

   ★解熱し、普段の食事や水分がとれること 

・溶連菌感染症 

・マイコプラズマ肺炎 

・プール熱 

・水ぼうそう 

・麻疹、風疹 

 

 

★解熱していること 

・感染性胃腸炎 ★嘔吐、下痢など症状が落ち着き、普段の食事や水分がとれること 

・RSウイルス感染症 ★激しい咳、嘔吐がないこと 

■感染症でないもの 

・急性上気道炎 

・中耳炎   など… 

★熱が３８.０℃以上なく、激しい嘔吐や下痢がないこと 

 

■ 問い合わせ先 ： 六ヶ所村役場 こども支援課 

TEL ： ０１７５－７２－８１４５ 

なかよしルームの様子 


